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東芝健康保険組合理事長あて

        

○　産前産後休業終了時報酬月額変更届とは
 産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、産前産後休業

 終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。

 ただし、産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業等を開始した場合は、この申出はできません。

＜本届に記載した個人情報については、ホームページ等に掲載の利用目的以外には使用いたしません。＞
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     産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定について申出します。
     (健康保険法施行規則第38条の３）
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産前産後休業終了時報酬月額変更届
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健保使用欄
常務理事 事務長 ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 主務者 担当者

X０ １０ ２５

各会社の適用事業所記号を記入

△△△ ××××

神奈川県川崎市〇〇区△△町××番地

東芝〇×株式会社

取締役社長 健保 誠

△△△ ××× ○○○○

○○○ △△△ ××××

X０ １０ ２０

被保険者は内容を確認し、記名する。

提出日は、事業主へ提出する日を記入すること。
神奈川県横浜市〇〇区△△町××番地

大森 花子

必ずチェックが必要

✓

大森
オオモリ

花子

ハナコ

× × ０ ５ １ ５

1001234 東芝健保の被保険者番号を必ず記入
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支払基礎日数が17日未満(短時間労働者（4分の3
未満）は11日)の月は対象外。

パート(4分の3以上）で3カ月のいずれも17日未満の
場合は、そのうち15日以上17日未満の月で算出する。

4 4 0 3 8 0

2 2 0 1 9 0

2 2 0 1 9 0

240240
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産前産後休業を終了した日の翌日が
属する月以後４カ月目の年月を記入

産前産後休業を終了した日の
翌日が属する月以後３カ月間
の報酬について記入

✓
産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて
育児休業等を開始していなければ、チェックをする。
※産前産後休業が終了した日の翌日に引き続いて

育児休業等を開始した場合、当該申出は不可。

月末

従前の標準報酬月額を記入

（実線枠）→被保険者（本人）記入注意事項
（点線枠）→事業所健保担当者・庶務担当者記入注意事項


